
鳥取県造林事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県造林事業実施要綱（平成１７年１月２７日付第２００４００００１５５７

号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要綱」という。）、鳥取県造林事業実施要領（平成１４年８月

２日付森保第３３７号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。）に定める事業に対する鳥

取県造林事業費補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、鳥取県補助金等交付規則（昭和

３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第４条の規定に基づき、規則に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、実施要綱、実施要領の趣旨に基づき、自然的条件に適応し、かつ、社会的、経済

的要請を十分に反映した適正な森林造成を計画的、効果的に推進することを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表第１－１の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）を行

う同表の第２欄に掲げる者（以下「事業主体」という。）に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表第２に定める経費（以下「補助対象経費」という。）の額（仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。

以下同じ。）を除く。）に、別表第１－１の第３欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た

額以下とする。ただし、県費単独上乗せを行う場合、上乗せ後の補助率に実施要領に定める査定係数

と百分の一を乗じた数値（別表第２に定める標準経費に対する補助率。以下「実質補助率」という。）

は、０．９を超えないものとし、実質補助率は、別表第１－２による。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、鳥取県造林事業の

実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請等の委任） 

第４条 事業主体は、本補助金の交付申請及び受領の事務を第三者に委任することができる。 

２ 前項の規定により委任を受けた者は、本補助金を代理受領した場合には、東部農林事務所八頭事務所長、中部

総合事務所長、西部総合事務所長、西部総合事務所日野振興センター所長（以下、地方事務所長）、森

林づくり推進課長が別に示す補助金の内訳に従って受領後速やかに全額を各事業主体へ配付しなければならない。

ただし、事業主体の承諾がある場合において、委任を受けた者が当該事業に要した以下の各号のいずれかの経費を補助金から

相殺して配付することができる。 

（１）補助金事務取扱手数料 

（２）苗木等資材の立替代金又は売払代金 

（３）当該施行地に係る森林国営保険料 

（４）森林環境保全直接支援事業の間伐及び更新伐のうち申請単位に係る事業主体が複数であるものの

実施に必要な経費の一部であって、あらかじめ書面により各事業主体が負担することを合意してい

るもの 

 

（交付申請の時期等） 

第５条 本補助金の交付申請は、補助事業の完了後、地方事務所長、森林づくり推進課長が通知する日

までに行わなければならない。なお、交付申請書（様式第１号）には、提出回数を記載するものとす

る。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第２号によるものとする。 

３ 規則第５条の申請書には、前項に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。 



（１）施行地明細表（様式第３号） 

（２）施行地位置図（様式第４号の例による） 

（３）施業図（様式第５号） 

（４）現地写真（事業実施前及び事業完了後の状況写真） 

（５）施行地の位置、区域、面積、施業状況がわかるオルソ画像（中心投影や撮影方向、地形によっ

て生じる画像の位置ズレを、三次元情報を基に位置補正した画像。正射投影画像ともいう。正射

投影画像をつなぎ合わせたオルソモザイク画像を含むものとする。）等を提出する場合は、（２）

から（４）及び（９）の書類について省略することができるものとする。 

（６）間伐及び更新伐に係る伐採木の搬出材積集計表（様式第６号。森林環境保全直接支援事業の間伐

及び更新伐の場合に限る。） 

（７）現場労働者に係る社会保険等の加入実態状況調査表（様式第７号）。ただし、直営施工等であって、

年度当初に一括して社会保険等の加入状況を確認できる場合等にあっては添付を省略することが

できる。 

（８）実行経費内訳書（市町村が請負に付して実行した事業、特定森林再生事業における森林保全再生

整備、及び森林作業道整備のうち標準断面又は標準設計が適用できない部分に係る交付申請の場合

に限る。） 

（９）森林作業道整備線形図（（３）の施業図に必要事項を記載したものでも差し支えない。） 

（10）受委託契約書又は請負契約書の写し（事業主体が他者に委託又は請け負わせて作業を実施した場

合に限る。ただし、事業主体が森林経営計画の認定を受けた者である場合を除く。）なお、原則とし

て森林所有者等の自筆署名によること。 

（11）分収林契約等の写し（分収林契約が締結されている場合に限る。）なお、原則として森林所有者

等の自筆署名によること。 

（12）補助金の交付申請又は受領に係る委任状（様式第８号の例による。事業主体からの委任による補

助金の交付申請及び受領を行う場合に限る。）。なお、原則として森林所有者等の自筆署名によるこ

と。 

（13）実施要領第１の１の（１）のクの保育間伐において伐採しようとする樹木の胸高直径の平均が１

８センチメートル未満の林分（Ⅶ齢級以下（天然林にあってはＸⅡ齢級以下）の林分及び気象害等

の被害を受け不良木となったものの淘汰を除く。）にあっては、伐採した不良木の平均胸高直径調

査表を添付するものとする。（様式第９号） 

（14）間伐及び更新伐を行った場合において、地理的条件等の観点から、施行地の全てにおける間伐及

び更新伐を一括して実施することが困難であると地方事務所長、森林づくり推進課長が認めたとき

は、それを証明する書面の写し（実施要領第１の１の(３)のアの（ア）のまた書きの規定による場

合に限る） 

（15）平成２５年４月１日以降に策定した特定間伐等促進計画又は経営管理実施権配分計画に基づいて

行われる人工造林、樹下植栽等、下刈り、雪起こし、倒木起こし、枝打ち、除伐、保育間伐、間伐

及び更新伐については、当該林分が森林経営計画の対象森林であることを確認できる書類、または

当該林分を森林経営計画の対象森林とするよう努めることを確認できる書類及び森林経営委託契

約書等の写し。また花粉発生源植替えについて、当該施業が森林経営計画に基づかない場合にあっ

ては、当該施業を実施した林分が森林経営計画の対象森林であること又は事業の完了年度の翌年度

までに当該施業を実施した林分が森林経営計画の対象森林となることを確認できる書類 

（16）実施要領第１の１の(３)のアの（イ）に基づき間伐及び更新伐を行った場合、当該施行地の位置、

面積等について、（２）に明示すること。 

（17）花粉発生源植替えについては、林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１８条に基づき苗木に

添付された生産事業者表示票又は配布事業者表示票（ただし、スギ及びヒノキについては、花粉症

対策苗木であることを示す種穂の採取場所や品種名が記載されているものに限る。なお、林業種苗

法施行令（昭和４５年政令第１９４号）第１条で定める樹種以外の樹種にあっては、樹種が確認で

きる書類とする。） 

（18）実施要領第１の１の（４）のウの（ア）に係る申請の場合は次の書類等 



ア 森林経営計画の認定番号、特定間伐等促進計画の名称、経営管理実施権配分計画の番号（様式

第１０号）、伐採及び伐採後の造林の届出書等 

イ 間伐及び更新伐についてはアに加え集約化実施計画の承認番号又は森林共同施業団地の設定

に係る協定書の写し。ただし森林経営計画に基づき行うものについては、集約化実施計画の承認

番号は添付しなくてよい。 

（19）伐採及び伐採後の造林の届出書の写し又は森林経営計画等に係る伐採等の届出書等の写し若しく

は伐採及び伐採後の造林の届出を要しなかったことを示す書類等（人工造林及び樹下植栽等に限

る。） 

（20）森林所有者等との協定書の写し（森林緊急造成、被害森林整備及び重要インフラ周辺施設森林整

備に限る）また、被害森林整備において、森林経営計画策定者が当該計画の対象森林を含む林班内

に存する森林において事業を実施する場合は、森林経営計画の認定番号 

（21）施業実施協定書の写し及び団体規約の写し（事業主体が森林法施行令第１１条第７号に掲げる特

定非営利活動法人等である場合に限る。） 

（22）鳥獣被害防止特措法の協議会との連絡調整の結果を記載した書類及び森林環境保全整備事業以外

の国庫補助事業からの支援を受けないことを誓約する書類（実施要領第１の２の（２）のアの（シ）

による森林保全再生整備に係る交付申請の場合であって、事業を実施しようとする地区において鳥

獣被害防止特措法の協議会が組織されている場合に限る。） 

（23）森林共同施業団地協定書の写し並びに当該間伐及び更新伐と一体的に実施された当該森林共同施

業団地内の国有林の間伐及び更新伐に相当する施行地の面積及び伐採木の搬出材積の一覧を添付

するとともに、当該国有林の間伐及び更新伐に相当する施行地の位置を（２）の施行地位置図又は

これに準ずる図面に明示するものとする。（森林共同施業団地対象民有林における間伐、更新伐に

係る補助金の交付申請に限る。） 

４ 前項の規定による添付書類は、鳥取県文書の管理に関する規程（平成２４年鳥取県訓令第２号）第

２条第１項（７）に定める電子文書によることができるものとし、その取り扱いは別に定める。 

５ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請をするに当たり、仕入控除税額が明らかでないと

きは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得

た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 

（交付決定等の時期等） 

第６条 本補助金の交付決定は、規則第１８条第１項の規定による交付額の確定（以下「交付額確定」

という。）と併せて、その補助事業に係る規則第１４条の規定による検査（当該検査の結果に基づく規

則第１６条第２項後段の規定による措置を含む。）が完了した後に行うものとし、交付申請を受けた日

から原則として６０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、規則第１６条第２項前段の規定による通知（以下「検査結果通知」と

いう。）及び交付額確定通知を併せて、様式第１１号により行うものとする。 

３ 地方事務所長、森林づくり推進課長は、前条第２項の規定による申請を受けたときは、第３条第２

項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合に

おいては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された

場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額

するものとする。 

 

（補助金の返還等） 

第７条 本補助金の交付を受けた事業主体は、別表第３の第１欄の（１）及び（３）及び（１１）及び

（１２）に掲げる行為をしようとする場合には、あらかじめ地方事務所長にその旨を届け出なければ

ならないとともに、同欄に掲げるその他の行為をした場合（（９）の場合を除く。）にも、地方事務所

長にその旨を届け出なければならない。 

２ 事業主体は、別表第３の第１欄の（１０）の場合には、様式第１２号により速やかに地方事務所長

にその旨を報告しなければならない。 



３ 本補助金について、農林水産部長は、規則第２２条の規定によるほか、別表第３の第１欄に掲げる

場合においては、事業主体に対し、同表の第２欄に定める額の返還を命ずるものとする。 

 

（提出書類の部数等） 

第８条 規則及びこの要綱の規定により地方事務所長、森林づくり推進課長に提出する書類は一部とす

る。 

 

（特定機関における事務の取扱） 

第９条 平成３０年２月６日付２９林政経第３１６号林野庁長官通知に基づき県が選定した「育成を図

る林業経営体」のうち、前年度の間伐の実績が５０ｈａ以上の事業主体（以下、「特定機関」という。）

においては、第１条から第８条の規定によるもののほか、第１０条から第１５条における取扱いがで

きるものとする。 

 

（特定機関における交付申請の時期等） 

第１０条 特定機関においては、第５条第１項の規定に関わらず、補助事業の着手後に本補助金の交付

申請を行うことができるものとする。 

２ 前項の交付申請にあっては、第５条第２項の規定に関わらず、規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第

２号に掲げる書類は、様式第２号によるものとする。 

３ 第１項の交付申請にあっては、第５条第３項の規定に関わらず、同項第１号から第１７号の書類を

省略することができるものとする。 

 

（特定機関における交付決定等の時期等） 

第１１条 前条の交付申請があった場合、第６条の規定に関わらず、本補助金の交付決定は、原則とし

て、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとする。 

２ 前項の交付決定通知は、第６条第２項の規定にかかわらず、様式第１３号により行うものとする。 

 

（特定機関における承認を要しない変更） 

第１２条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、補助事業ごとに別表第４に定めるもの以外

の変更とする。ただし、年度内で事業完了予定年月日を延長する場合については、規則第１３条第２

項に基づく、事業完了予定年月日の延長を届け出ること。 

２ 第１１条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（特定機関における完了届） 

第１３条 特定機関は、原則として、人工造林、保育（下刈り、雪起こし等）等の作業種ごとに取りま

とめて様式第１４号による届出（以下「完了届」という。）を段階的に行うものとする。 

２ 完了届は、地方事務所長、森林づくり推進課長が通知する日までに行わなければならない。なお、

完了届には、提出回数を記載するものとする。 

３ 完了届は、第５条第３項第１号から第１７号の書類を添付して行うものとする。 

４ 第１０条第２項の規定は、前項の添付書類に準用する。 

 

（特定機関における実績報告の時期等） 

第１４条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号の場合においては、地方事務所長、森林づくり推進課長から規則第１

６条第２項の規定による通知を受けて補助金の査定結果が明らかとなった日から６０日を経過する

日 

（２）規則第１７条第１項第２号の場合においては、事業の中止又は廃止の日から３０日を経過する日 

（３）規則第１７条第１項第３号の場合においては、事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の４

月１０日 



２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第２

号によるものとする。 

３ 特定機関は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控

除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える

場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 特定機関は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告

控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超える

ときは、様式第１２号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対応

する額を県に返還しなければならない。 

 

（特定機関への概算払い） 

第１５条 規則第１９条の規定による概算払いは、様式第１５号によりあらかじめ通知をして行うもの

とする。 

２ 完了届に基づく場合を除き、概算払いは、交付決定に係る補助金額の８割を限度とする。 

 

(雑則) 

第１６条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産部

長が別に定める。 

 

 

附 則 

１  この要綱は、平成１４年８月２日から施行し、平成１４年度事業から適用する。 

２  鳥取県造林事業補助金交付要綱（平成１３年２月２８日付森保第５６２号鳥取県農林水産部長通

知）は廃止する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１６年３月３０日から施行し、平成１５年７月１日以降の事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１６年７月２２日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１７年１月２７日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１７年５月１９日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年６月１３日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年６月２２日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年６月１１日から施行し、平成２０年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年３月２７日から施行し、平成２１年度事業から適用する。 



 

附 則 

この要綱は、平成２１年８月１８日から施行し、平成２１年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年６月２５日から施行し、平成２２年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年６月１３日から施行し、平成２３年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年６月２２日から施行し、平成２４年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年６月１２日から施行し、平成２５年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月１７日から施行し、平成２６年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年６月２６日から施行し、平成２７年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年６月２２日から施行し、平成２８年度事業から適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年５月２９日から施行し、平成２９年度当初予算事業から適用する。 

なお、平成２８年度当初予算事業及び平成２８年度補正予算事業については、従前の例による。 

２ 森林施業計画（森林法の一部を改正する法律（平成２３年法律第２０号)による改正前の森林法第１１

条第４項（改正前の森林法第１２条第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の認定を受けた森

林施業計画をいう。）に関する取扱いについては、平成２９年度に限り、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年６月１８日に一部改正し、平成３０年度事業（平成２９年度繰越事業を含

む）から適用する。 

２ 第５条第３項（９）のエ及び（10）のウの規定は、契約日が施行日以降のものから適用する。 

３ 別表第１－１については、平成３０年度予算により行う事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年３月２９日から施行し、平成３０年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年６月２６日から施行し、令和元年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年９月１０日から施行し、令和元年度事業の令和元年９月１０日以降の交付申請か

ら適用する。 
 



附 則 

１ この要綱は、令和２年３月２３日から施行し、令和元年度事業の令和２年３月２３日以降の交付

申請から適用する。 

２ 第６条の規定は、令和元年１２月２０日以降に受理した申請書から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年６月２９日から施行し、令和２年度事業から適用する。 
 


